
帯広信用金庫における 

等のご案内 
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帯広信用金庫における

苦情処理措置・紛争解決措置等の概要

所在地／〒０６０-０００５　札幌市中央区北５条西５丁目２- ５　　　　　 TEL／０１１-２２１-３２７３
受付時間／９：００～１７：００（当金庫の平日営業日）　受付方法／電話、手紙、面談

北海道地区しんきん相談所
（�北海道信用金庫協会）

所在地／〒１０３-００２８東京都中央区八重洲１- ３- ７　　 　 　   　　　 TEL／０３-３５１７-５８２５
受付時間／９：００～１７：００（当金庫の平日営業日）　受付方法／電話、手紙、面談

全国しんきん相談所
（�全国信用金庫協会）

所在地／〒０６０-０００１  札幌市中央区北１条西１０丁目 札幌弁護士会館２階 札幌法律相談センター内
TEL／０１１-２５１-７７３０　受付／月～金（祝日､年末年始除く）　１０：００～１２：００、１３：００～１６：００

札幌弁護士会
紛争解決センター

所在地／〒１００-００１３  東京都千代田区霞が関１- １- ３
TEL／０３-３５８１-００３１　受付／月～金（祝日､年末年始除く）　９：３０～１２：００、１３：００～１５：００

東京弁護士会
紛争解決センター

所在地／〒１００-００１３  東京都千代田区霞が関１- １- ３
TEL／０３-３５９５-８５８８　受付／月～金（祝日､年末年始除く）　１０：００～１２：００、１３：００～１６：００

第一東京弁護士会
仲裁センター

所在地／〒１００-００１３  東京都千代田区霞が関１- １- ３
TEL／０３-３５８１-２２４９　受付／月～金（祝日､年末年始除く）　９：３０～１２：００、１３：００～１７：００

第二東京弁護士会
仲裁センター

帯広信用金庫　コンプライアンス部　お客様サポート室
〒０８０-８７０１ 帯広市西３条南７丁目２番地住　　所

０８００-８００-３３４５ （フリーアクセス）ＴＥＬ

http://www.shinkin.co.jp/obishin/ホームページ

９：００～１７：００（当金庫の平日営業日）受付時間

電話、手紙、面談、ホームページ受付方法
＊お客様の個人情報は相談・苦情等の解決を図るため、またお客様とのお取引を適切かつ
円滑に行うために利用いたします。
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�当金庫の相談・苦情等の対応

�　営業店および各部門に責任者をおくとともに、お客様サポート室がお客様からの相談・苦情等

を一元的に管理し、適切な対応に努めます。

　　　

�　相談・苦情等のお申し出については事実関係を把握し、営業店、関係部門およびお客様サポー

ト室が連携したうえ、速やかに解決を図るよう努めます。

　　　

�　相談・苦情等の対応にあたっては、解決に向けた進捗管理を行うとともに、相談・苦情等のお

申し出のあったお客様に対し、必要に応じて手続の進行に応じた適切な説明をお客様サポート室

から行います。

　　　

�　お客様からの相談・苦情等のお申し出は、全国しんきん相談所をはじめとする他の機関でも受

け付けていますので、内容やご要望等に応じて適切な機関をご紹介いたします。

　　　

�　紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁センター等を利用することができます。そ

の際には、当該仲裁センター等の規則等も踏まえ、適切に協力します。

　　　

�　お申し出のあった相談・苦情等を記録・保存し、その対応結果に基づき、相談・苦情等に対応

する態勢の在り方の検討・見直しを行います。

　　　

�　相談・苦情等への対応が実効あるものとするため、内部監査部門が監査する態勢を整備しています。

　　　

�　相談・苦情等に対応するため、関連規程等に基づき業務が運営されるよう、研修等により金庫

内に周知・徹底します。

　　　

�　お客様からの相談・苦情等は、業務改善・再発防止等に必要な措置を講じることにより、今後

の業務運営に活かしていきます。
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�相談・苦情等への取組み体制

２３６５００（２）

お　　　　客　　　　様

営業店 関係部門

コンプライアンス部 お客様サポート室
（所管部門）
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全国しんきん相談所
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